
滋賀県ソフトテニス連盟　優秀選手・団体表彰規定

○シニア・レディース ・全日本シニア選手権大会 ベスト８
・西日本シニア選手権大会 ベスト４
・近畿シニア選手権大会 優勝
・全日本レディース個人戦大会 ベスト４
・全日本レディース決勝大会（団体） ベスト４

○一般・35歳・45歳 ・全日本選手権大会 ベスト８
・全日本社会人選手権大会 ベスト８
・全日本シングルス選手権大会 ベスト８
・全日本ミックスダブルス選手権大会 ベスト８
・全日本実業団選手権大会 ベスト８
・西日本選手権大会 ベスト４
・近畿選手権大会 優勝

○大学生 ・全日本学生選手権大会 ベスト８
・西日本学生選手権大会 ベスト４
・西日本学生選手権大会（団体） 優勝

○高校生 ・全国高等学校総合体育大会 ベスト８
・全国高等学校団体選抜大会 ベスト８
・近畿高等学校選手権大会 ベスト４
・近畿高等学校選抜インドア大会 ベスト４

○中学生 ・全国中学校大会 ベスト８
・都道府県対抗全日本中学生大会 ベスト８
・近畿中学校総合体育大会 ベスト４
・近畿中学生選抜インドア大会 ベスト４

○小学生 ・全日本小学生選手権大会 個人ベスト８ 団体ベスト４
・全日本小学生大会（白子大会） 　　　ベスト８
・西日本小学生選手権大会 個人ベスト８ 団体ベスト２
・近畿小学生大会 個人ベスト４ 団体優勝
・近畿小学生インドア大会 個人ベスト４ 団体優勝

※個人（ダブルス・シングルス）・団体の明記がない成績基準については全てに適応される。

※日本ランキング選手については、伝達表彰とする。

※その他、優秀な成績を収めた選手については、協議の上表彰対象とする。

※この表彰規定は滋賀県ソフトテニス連盟会員を対象とするが、ふるさと登録選手の表彰について
は、その都度協議する。

◇この規定の改正は、役員会の決議を経て改正することができる。

付　則　　　　この規定は、令和３年（２０２１年）１２月１日より施行する

   １) 日本ソフトテニス連盟表彰候補者の推薦について
     ◎支部（滋賀県）功労者表彰
    　・県連におけるソフトテニスの発展に著しく貢献した者     ・７年（通算）以上県連役員として功労のあった者
　    ・滋賀県から推薦できる人員は、毎年２名以内とする
     ◎優良団体
      ・多年にわたりソフトテニスの振興発展に寄与した団体、または成績優秀な団体で他の模範とする団体
　    ・滋賀県から推薦できる優良団体は、毎年１団体以内とする
　　　　　　                     ◆候補者の推薦は、毎年度６月１０日までに総務部長へ報告ください。

  ２）滋賀県ソフトテニス連盟優秀選手・団体賞規程の推薦について
     　                      　　◆候補者の推薦は、毎年度１月３１日までに総務部長へ報告ください。


